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(57)【要約】
【課題】　柔軟性を有し、高温の電熱絶縁用に使用して
もアウトガスの発生が少ない集成マイカ板を得る。
【解決手段】　マイカ原料を抄造した原紙板に、フッ素
化ポリエーテル骨格とその末端を修飾し且つケイ素を含
む架橋反応基とを有する高分子材料を架橋反応させてな
る液状のフッ素エラストマーからなる接着剤を含浸させ
た後、加熱圧縮して集成マイカ板を得る。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
マイカ原料を抄造した原紙板に、フッ素化ポリエーテル骨格とその末端を修飾し且つケイ
素を含む架橋反応基とを有する高分子材料を架橋反応させてなる液状のフッ素エラストマ
ーからなる接着剤を含浸させた後、加熱圧縮して得られることを特徴とする集成マイカ板
。
【請求項２】
接着剤として使用されるフッ素エラストマーは下記一般式に示されるものである請求項１
記載の集成マイカ板。
【化１】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、高温の電熱絶縁用に使用されることを前提とした集成マイカ板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高温の電熱絶縁用に最適な絶縁素材として集成マイカ板が広く使用されている。
【０００３】
　前記集成マイカ板はマイカ原鉱を粒状に粉砕したマイカ原料を抄造した原紙板に接着剤
を含浸させた後、加熱圧縮して得られるものであり、この場合、含浸させる接着剤として
はシリコーン樹脂ワニス、エポキシ樹脂ワニスなどが採用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平６－８４６９８号公報
【特許文献２】実開平７－３２８９８号公報
【特許文献３】特公平７－０５９２１７号公報
【特許文献４】特開２００３－２１７８００号公報
【特許文献５】特開平９－６３７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】



(3) JP 2010-282936 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

　前記集成マイカ板は電気絶縁性、強度、耐腐食性、断熱性、不燃性に優れ、かつ加工性
が良く、電気発熱体の基板となる電気絶縁板として最適であることより広く採用されてい
る。
【０００６】
　ところで、例えば特許文献３、４に示すように、前記集成マイカ板を電気発熱体の基板
となる電気絶縁板として使用する場合、金属ケースや金属プレートに固定して使用される
ことが多い。この場合、通電して加熱した場合、集成マイカ板に対し、金属部分の熱膨張
率が高いために、両者を強固に固定すると集成マイカ板に損傷を生じ、また緩く固定する
と両者間にずれが生じて電気的な問題が生じるおそれがあった。
【０００７】
　また、電熱機器によっては、機器本体の電気発熱体の収容箇所が曲面となっており、そ
こに収容する電気絶縁板である集成マイカ板も曲面を有するものが要求され加工手間を要
する問題があった。
【０００８】
　以上の現象は、シリコーン樹脂ワニスやエポキシ樹脂ワニスなどを含浸させた集成マイ
カ板が柔軟性に乏しいことにより生じるものであるが、これに対し、柔軟性に富んだ電気
絶縁板としてシリコーンラバー板が知られている（例えば、特許文献５）。
【０００９】
　しかしながら、シリコーンラバー板は耐熱温度が低く、耐熱温度が高い集成マイカ板と
同じ場面では使用できないという問題があった。また、集成マイカ板、シリコーンラバー
板共通の特性として、それを電気発熱体の基板となる電気絶縁板として使用した場合、加
熱時に低分子シロキサン成分がアウトガスとしてにじみ出すことが挙げられるが、これに
より電気回路部分が汚染されて接触不良を引き起こす問題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の集成マイカ板は前記の従来技術の問題点に鑑みて創作されたものであり、マ
イカ原料を抄造した原紙板に、フッ素化ポリエーテル骨格とその末端を修飾し且つケイ素
を含む架橋反応基とを有する高分子材料を架橋反応させてなる液状のフッ素エラストマー
からなる接着剤を含浸させた後、加熱圧縮して得ることを特徴とする。
【００１１】
　この発明において、接着剤として使用されるフッ素エラストマーは下記一般式に示され
るものが挙げられる。
【化２】

【発明の効果】
【００１２】
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　この発明において集成マイカ板に含浸される接着剤であるフッ素エラストマーはそれが
固化した場合に柔軟性に富むことが知られている。よって、この発明の集成マイカ板はそ
の属性として接着剤としてシリコーン樹脂ワニス、エポキシ樹脂ワニスを使用した従来の
集成マイカ板に比し高い柔軟性を有することとなる。その結果、それを電気発熱体が設け
られる電気絶縁板としてマイカヒーターに用いた場合、金属ケースや金属プレートに強固
に固定しても、加熱時の金属部分の膨張に追従して弾性変形しするので損傷のおそれがな
い。従って、緩く固定することによるマイカヒーターと金属部分のずれの問題が解消され
ることなる。
【００１３】
　また、前記と同様の理由により、曲げ特性が良好な可撓性に富む電気絶縁板が得られる
ので、曲面の加工性も向上することとなる。
【００１４】
　さらに、この発明の集成マイカ板はシリコーンラバー板や従来の集成マイカ板に比べて
加熱時の低分子シロキサン成分のにじみ出しが少ないので、アウトガスにより電気回路部
分を汚染した接触不良を生じさせることがなく、また、クリーンルームで使用する電熱機
器の電気発熱体の電気絶縁板としても使用可能となる。
【００１５】
　さらに、この発明の集成マイカ板はその属性としてシリコーンラバー板は勿論のこと、
従来の集成マイカ板に比べても、耐高温特性、耐低温特性に優れ、耐薬品性、耐溶剤性に
も優れる。
【００１６】
　一方、この発明において集成マイカ板に含浸される接着剤であるフッ素エラストマーは
吸湿率が低いので、高湿度の環境下で使用することを想定した電熱機器に最適のものとな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】従来技術の集成マイカ板の可撓試験結果を示す図面代用写真。
【図２】この発明の集成マイカ板の可撓試験結果を示す図面代用写真。
【図３】シリコーンラバー板の可撓試験結果を示す図面代用写真。
【図４】従来技術の集成マイカ板の可撓試験結果を示す図面代用写真。
【図５】従来技術の集成マイカ板の可撓試験結果を示す図面代用写真。
【図６】この発明の集成マイカ板の可撓試験結果を示す図面代用写真。
【図７】この発明の集成マイカ板の可撓試験結果を示す図面代用写真。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　マイカ原料を抄造した原紙板にフッ素化ポリエーテル骨格とその末端を修飾し且つケイ
素を含む架橋反応基とを有する高分子材料を架橋反応させてなる液状のフッ素エラストマ
ーからなる接着剤を含浸させた後、これら重ね合わせ、熱プレスや加熱されたロールプレ
スで圧着した後、適当な乾燥を行って集成マイカ板を得る。
【００１９】
　この実施例においては、前記接着剤として信越化学工業製のＳＩＦＥＬ（登録商標）を
用いている。その構造は下記一般式に示されるものである。
【００２０】
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【化３】

【実施例１】
【００２１】
　前記の集成マイカ板と従来技術の集成マイカ板とシリコーンラバー板の可撓試験を行っ
た。試験方法は直径５１ｍｍの金属製パイプにこれらの絶縁体を手でゆっくりと巻きつき
、絶縁体の折損の有無を検査することにより行った。
【００２２】
　図１は従来技術の集成マイカ板の試験結果を示す写真であり、巻き付け直後にひび割れ
を起こし、金属製パイプに沿って折れ曲げることができなかったことが確認された。図４
は金属製パイプから集成マイカ板を外して拡げた状態の表側、同じく図５は裏側を示す写
真であるが、折損していることが確認された。
【００２３】
　図２はこの発明の集成マイカ板の試験結果を示す写真であり、支障なく金属製パイプに
沿って折れ曲がることが確認された。図６は金属製パイプからこの発明の集成マイカ板を
外して拡げた状態の表側、同じく図７は裏側を示す写真であるが、折損は認められなかっ
た。
【００２４】
　図３はシリコーンラバー板の試験結果を示す写真であり、支障なく金属製パイプに沿っ
て折れ曲がることが確認された。
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【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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